
【令和２年１月現在】

様式第１号

各種付表

別紙１

参考様式２

参考様式３

参考様式４

参考様式５

申請者の定款、寄附行為等及びその登記
簿謄本（又は条例）

・申請に係る事業を実施する旨の認可がされていることが必要です。

・登記簿は、履歴事項全部証明を提出ください。複数のサービスを同時
に申請する場合は、原本は１部で差支えありませんが、他の申請書には
写しを必ず添付してください。

指定通所支援及び指定障害児入所施設指定申請に係る
添付書類、参考様式の種類と記載時の留意事項・説明

◇申請書・添付書類の様式等は、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」
（http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/）の「書式ライブラリ」よりダウンロードできます。
◇必ず最新版のものをダウンロードして使用してください。

様式名等 記載時の留意事項・説明

新規指定申請書確認表（障害児通所支援
事業所）

・各項目を確認して、確認欄にチェックをお願いします。

指定申請書 ・「指定申請書」は通所・入所共通の様式です。
・「付表」は指定を受けようとする事業の種類により異なります(様式
第1号に必要事項を入力すると、事業に対応した付表が表示されます)。
※「指定申請書」、「口座振込(変更)依頼書」、「付表」はＡ４の紙に
出力し押印(必要なもののみ）したものと電子データを提出してくださ
い。電子データは1枚のＣＤ（ＭＯ、ＵＳＢ等不可）で提出ください。
データは必ずウィルスチェックを行いウィルスの感染防止にご協力くだ
さい。提出されたＣＤの返却はできませんので予めご了承ください。な
お、他の添付書類の電子データの提出は必要ありません。

口座振込(変更)依頼書

同一法人において既に
指定を受けている事業
等について

同一法人において既に指定を受けている事業がある場合記載してくださ
い(児童福祉法・障害者総合支援法・介護保険法等)。ない場合は別紙添
付の必要はありません。

運営規程
・多機能型で指定を受けようとする場合でも、それぞれの事業ごとに作
成してください。

参考様式１ 事業所・施設の平面図

・既製の平面図（建築図面等）がある場合はそれをＡ3（またはＡ4）に
縮尺の上、添付してください。複数の事業所で同じ建物を使う場合は、
事業で使う場所が分かるように色分け等をしてください。

・事業所の写真（外観及び内部）を添付してください。写真には、どの
部分の写真であるか記載してください。写真は現像したものではなく、
Ａ４紙等に印刷したものでかまいません。（様子が確認できるように、
可能な限りカラーでお願いします。）
・指定上必要な設備・備品のほか、個人情報に配慮した設備(例；鍵付
書庫等)、消防設備(例；消火器、火災報知機等)、感染症予防（例；手
指消毒）の写真も添付してください。

居室面積等一覧表 ・事業所の設備の面積等について記載してください。

事業所の設備・備品等
一覧表

・消防設備、個人情報保護の為の設備、衛生用品を含め、事業所の設
備・備品等について、基準条例の規定に沿って配慮、措置している事項
について記載してください。

管理者・児童発達支援
管理責任者の経歴書

・管理者、児童発達支援管理責任者について、それぞれ別に作成してく
ださい。兼務する場合は1枚で構いません。

実務経験（見込）証明
書

・児童発達支援管理責任者について、実務要件や研修要件について確認
のうえ提出してください。
・児童指導員（実務経験により任用資格がある者のみ）及び障害福祉
サービス経験者についても、必ず提出してください。
・業務に従事した日数を必ず記載してください。

資格証の写し

・児童発達支援管理責任者について、実務経験年数（日数）に必要な場
合（資格により実務経験年数が短縮される場合）は、資格を証する書面
の写しを添付してください。
（居宅介護初任者研修修了証、社会福祉主事の任用資格証　保育士証等）

http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/


様式名等 記載時の留意事項・説明

参考様式６

別紙２

参考様式７

参考様式８

参考様式９

参考様式９
別紙

参考様式10

参考様式12

参考様式14

研修修了証

・サービス管理責任者補足研修（相談支援従事者初任者研修の講義部
分）の受講証明書に加えて次のいずれかの修了証。
①平成30年度までに受講したサービス管理責任者研修（いずれかの分野
若しくは児童発達支援管理責任者研修）
＊更新研修を修了した場合は、更新研修修了証も提出して下さい。
②令和元年度以降受講したサービス管理責任者等基礎研修（平成33年度
までの経過措置）
＊基礎研修修了者のみなし配置の場合は参考様式14「受講誓約書」を提
出。

利用者（入所者）又は
その家族からの苦情を
解決するために講ずる
措置の概要

・利用者（入所者）からの苦情を解決するために講じる具体的な方法を
記入してください。苦情解決に関して法人の内規等がある場合は一部添
付してください。（連絡先や担当者名は必ず記入してください。）

従業者の勤務の体制及
び勤務形態一覧表

・従業者の一ヶ月の勤務体制について記入してください。

組織体制図
・職種だけでなく個人名を入れて作成してください。事業所に既存の組
織体制図があればその写しで構いません。

主たる対象とする障害
の種類を定める理由等

・主たる対象者を特定している場合に提出してください。特定しない場
合は提出の必要はありません。

児童福祉法第２１条の
５の１５第３項各号の
規定に該当しない旨の
誓約書

・複数の事業所について同時申請する場合や多機能型事業所の場合は、
原本は1部で差支えありませんが、他の申請書には写しを必ず添付して
ください。

役員等名簿
参考様式９に添付する役員名簿です。当該法人の役員及び事業所の管理
者について記入し、全員の押印が必要です

協力医療機関との契約
の内容

・協力医療機関との契約内容について記入してください。「契約の内
容」欄は、契約書の写しでもかまいません。
なお、医療型障害児入所施設については提出する必要はありません。

管理者誓約書
・管理者の個人印が必要です。指定申請書提出時は管理者の立会いが必
要です。

申請する事業の資産の状況

　・財産目録又は決算書等
・法人の「財産目録」又は「決算書」（直近のもの）を添付してくださ
い。

　・事業計画書(参考様式11）

・「事業計画書」は当該事業所の指定日が属する年度の事業計画を作成
（様式は任意）し添付してください。
・事業の内容については、支援プログラム等具体的な支援内容について
詳細に記載してください。（あればパンフレット等も添付してくださ
い）
・研修計画については、具体的な研修名、内容及び実施スケジュールを
記載してください。

　・収支予算書
・「収支予算書」は、事業計画を基に、申請事業に係る当該事業所の収
支予算を作成してください。（事業開始後12か月分※必ず利用者の見込
数を記載すること）

障害児通所支援事業所
事業開始届出書

・運営規程等を参考に記載してください。職員定数等が運営規程や別紙
２の内容と矛盾しないか確認して下さい。

サービス管理責任者等
実践研修受講誓約書

児童発達支援管理責任者として基礎研修修了者をみなし配置する場合は
提出してください。

事業者指定前の確認・誓約事項 内容を確認の上、法人印を押印の上、提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にか
かる確認票

・リーフレット「社会保険への加入手続きはお済みですか？」及び「労
働保険への加入手続きはお済みですか？」をご確認ください。
・社会保険・労働保険の適用が確認できない場合は、厚生労働省からの
依頼に基づき、厚生労働省に情報提供いたします。



様式名等 記載時の留意事項・説明

非常災害対策に関する計画書

・水害、土砂災害を含む地域の実情に応じた非常災害対策計画が策
定されているか確認してください。
・非常災害対策計画に以下の項目がそれぞれ含まれているか確認し
てください。
・障害者支援施設等の立地条件
・避難場所、避難経路、避難方法
・災害に関する情報の入手方法
・災害時の人員体制、指揮系統
・災害時の連絡先及び通信手段の確認
・関係機関との連携体制
・避難を開始する時期、判断基準

その他必要なもの

・有資格職として配置する従業員（社会福祉士、介護福祉士、保育士、
看護師、理学療法士等）については、資格を証する書面の写しを添付し
てください。

・不慮の事故等に備えた、「損害賠償責任保険証書」の写しを添付して
ください。（事故が発生した場合の補償の概要がわかる資料の写しも添
付してください。）

・事業所の建物が賃貸等の場合は｢建物賃貸借契約書」等の写しが必要
です。法人として事業用に契約していることが必要です。

・給付費算定に係る体制届出書一式（体制届記載例参照）
・提出する様式第1号、口座振込依頼書、付表のデータをＣＤ－Ｒ等
で提出して下さい。（返却不可）



障害児入所施設

児童発達支援
・福祉型・医療型

放課後等デイサービ
ス

居宅訪問型児童発達
支援

保育所等訪問支援
・福祉型
・医療型

〇 〇 〇 〇 ×

申請書 ○ ○ ○ ○ ○

別紙 ○ ○ ○ ○ ○

口座振込依頼書 ○ ○ ○ ○ ○

付表

福祉型は付表１
医療型は付表３

＋
従たる事業所がある

場合は付表1の2
多機能型の場合は

付表５その1
付表５その2

付表１
＋

従たる事業所がある
場合は付表1の2

多機能型の場合は付
表５その1

付表５その2

付表６
＋

多機能型の場合は付
表５その1

付表５その2

付表２
＋

多機能型の場合は付
表５その1

付表５その2

付表４

定款 ○ ○ ○ ○ ○

履歴事項全部証明書 ○ ○ ○ ○ ○

運営規程 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式１ 平面図 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式２ 面積 ○ ○ ○

設備 ○ ○ ○ ○ ○

写真 ○ ○ ○ ○ ○

経歴書
（管理者）

○ ○ ○ ○ ○

経歴書
(児童発達支援管理責任者)

○ ○ ○ ○ ○

参考様式５ 実務経験 ○ ○ ○ ○ ○

資格証の写し
児童発達支援管理責任者
必要な実務経験年数が短縮される
場合

△ △ △ △ △

研修修了証等の写し
＊みなし配置の場合は参
考様式14提出

※「提出書類の説明」の該当
部分を参照

○ ○ ○ ○ ○

参考様式６ 苦情解決 ○ ○ ○ ○ ○

別紙２ 勤務形態 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式７ 組織体制 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式８ 主たる対象者 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式９ 誓約書 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式９　別紙 役員名簿 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式10 協力医療機関 ○
（医療型を除く）

○ ○
（医療型を除く）

管理者の誓約書 ○ ○ ○ ○ ○

財産目録または決算書 ○ ○ ○ ○ ○

事業計画書（参考様式11） ○ ○ ○ ○ ○

収支予算書 ○ ○ ○ ○ ○

参考様式12 事業開始届出書 ○
（センターは除く）

○
（センターは除く）

○
（センターは除く）

○
（センターは除く）

参考様式14
サービス管理責任者等実践研
修受講誓約書

△ △ △ △ △

確認・誓約事項 ○ ○ ○ ○ ○

社会保険等確認票 ○ ○ ○ ○ ○

有資格者の資格証の写し △ △ △ △ △

損害賠償責任保険証書の写し ○ ○ ○ ○ ○

建物賃貸借契約書の写し ○ ○ ○ ○ ○

申請書、口座振込依頼書、付表の
データ（CD-R等で提出） ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

資産の状況

その他

給付費算定に係る体制等に関する届出書一式

必要書類一覧
障害児通所支援

新規指定申請書確認表(障害児通所支援事業所)

様式第１号

参考様式３

参考様式４



（様式第１号）

（申請先） （申請者）

　障害者自立支援法に規定する に係る指定を受けたいので、

下記のとおり、関係書類を添えて申請します。

〒

〒

〒

付表

（備考）

○○こども教室　かながわ

サービスの種類

４　「指定を受けようとする事業所・施設の種類」欄には、今回申請をするものについて必要事項を記載してください。

３　「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。

平成31年4月30日

１　「※」のついた欄には記載しないでください。

※効力停止終了年月

２　「法人の種類」欄には、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」
　「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記載してください。

※効力停止開始年月

指定有効開始年月日 平成25年5月1日 指定有効終了年月日

事業所名称

※指定更新申請中区分

同一の法律において既に
指定を受けている場合

事業所番号

主たる事業所名称

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事

業
所
・
施
設
の
種
類

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

名　　　　称

事業所（施設）
の所在地

事業等の種類

231-8588 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県横浜市中区日本大通１２３４－５

児童発達支援

障害児通所支援

神奈川県横浜市中区日本大通１

254-****

045-210-1111

社会福祉法人（社協以外） 神奈川県知事

平成25年5月1日

備考
指定申請をする事業等の

事業開始予定年月日

電話番号

※事業所(施設)所在地市町村番号

○○こども教室　かながわ

045-201-2051ＦＡＸ番号

法人所轄庁

※級地区分

←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

理事長

金賀　和多郎

○○マンション２１０号室

※受付番号

※指定市町村番号

123-4567

代表者氏名 理事長　　金賀　和多郎

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｶﾅｶﾞｶｲ

社会福祉法人　金賀会

指　定　申　請　書

社会福祉法人かながわ福祉会

ﾏﾙﾏﾙｺﾄﾞﾓｷｮｳｼﾂ ｶﾅｶﾞﾜ

障害児通所支援

神奈川県平塚市○■町９－△

令和　　年　　月　　日

名　　　称

川崎市長
所　在　地

神奈川県横浜市中区日本大通１

申
請
者
（

設
置
者
）

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

名　　　　称

代表者

役　職

氏　名

住　所

主たる事務所の
所在地

連絡先

法人の種類

プルダウンメニューに
なっています。
該当するものを選択

注

事業開始年月日と同
じ年月日を入力。

事業所名称は必ず記載し

プルダウンメニューになっ
ています。
該当するものを選択してく

日付は申請書を提出する
日を記載してください。

指定有効開始年月

日から6年経過する

半角数字で入力

半角カナで入力



確認者名

大項目 小項目 確認欄

事前確認表

事業所等に係
る情報の公表

業務管理体制
の届出

申請者（設置者）
名称及び主た
る事務所の所
在地

名称及び事業
所（施設）の所
在地

主たる事業所
名称

従業者の職種・
員数

従業者数

営業日

営業時間

単位ごとの利用
定員

様式名等 記載時の留意事項

まず最初に 法令遵守

＜全事業者対象＞
指定予定日の前々月末日までに提出していますか？

＜すでに指定を受けている事業所がある場合＞
児童福祉法（以下「法」という。）第33条の18により、指定障害
児事業者等には事業所等に係る情報の公表が義務付けられ
ています。ＷＡＭ-ＮＥＴの「障害福祉サービス等情報検索」で
すでに指定を受けている全ての事業所の直近の情報を公表
していますか？

＜すでに指定を受けている事業所がある場合＞
法第21条の５の26及び第24条の19の２により、指定障害児事
業者等は業務管理体制の整備に関する事項の届出が義務付
けられています。直近の内容で届け出ていることを確認しまし
たか？

新規指定申請書確認表（障害児通所支援事業所）　　
Ver.R2.1

法人名 事業所名

様式第１号　指定申請
書

日付けは提出日になっていますか？

法人の名称・所在地は「履歴事項全部証明書」の表記と同様
になっていますか？（数字やハイフンは全角となっています
か）

指定を受けよう
とする事業所・施
設の種類

事業所の名称及び住所は「運営規程」の表記と同様になって
いますか？（数字やハイフンは全角となっていますか）郵便番
号はハイフン無しの半角７桁で記入していますか？

主たる事業所名称は記載されていますか？
※多機能型事業所の場合、主たる事業所に統一してくださ
い。

規定様式の種類
規定様式は直近のものを使用していますか？
※Verは「様式第１号　指定申請書」の右下に表示されていま
す。

最大定員＝定員
1人あたりの最小床面積＝指導訓練室の面積／定員（小数点
第二位以下を切り捨て）

単位

単位を分ける場合は、単位ごとに記載していますか？

営業日は「運営規程」と相違ないですか？

営業時間は「運営規程」と相違ないですか？
＊サービス提供時間ではありません。

記載もれはありませんか？

口座振込（変更）依頼
書

振込先
振込先は正確に記載されていますか（通帳の写し等と突
合）？

委任状
申請者と口座名義人が異なる場合は、申請者による委任を
行っていますか？
※異なる場合だけ右欄にチェックしてください。

付表１

管理者・児童発達支援管理責任
者

管理者・児童発達支援管理責任者の氏名や住所は参考様式
４の「経歴書」と相違ないですか？

従業者の職種に係る員数は「運営規程」と「別紙2勤務形態一
覧表」共に相違ないですか？

設備



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

営業日

利用定員

利用料・その他
費用

通常の事業の
実施地域

苦情解決の措
置概要

協力医療機関

「※」のついた欄は記載しないでください。

多機能型の付表
（付表５）

サービス種類
児童発達支援→61　居宅訪問型児童発達支援→65
放課後等デイサービス→63　　保育所等訪問支援→64
サービスコード（数字）で記載をしていますか

申請に係る事業所 申請する事業所についての記載となっていますか？

多機能型の他の事業所
当該事業所以外の多機能型としての事業所について記載し
ていますか？

管理者・児童発達支援管理責任
者

管理者・児童発達支援管理責任者の氏名や住所等は記載さ
れていますか？

付表１

主な掲示事項

営業日は「運営規程」と相違ないですか？

記載もれはありませんか？

チェック項目にチェックを入れていますか？

利用料・その他費用の欄を入力していますか？
※「運営規程に定めるとおり」と記載している場合は、『程』の
漢字に気をつけてください。

上段ではなく下段に市町村名を入力していますか？

参考様式６の常設窓口（連絡先）、担当者と相違ないですか？

名称及び診療科名は、参考様式10の内容と相違ないです
か？（機関名は正式な名称を記載していますか）

「※」のついた欄

定款、登記簿謄本

※営利法人や特定非営利活動法
人の場合

「目的」又は「事業」に、「児童福祉法に基づく障害児通所支援
事業」が明記されていますか？

登記事項証明（履歴事項全部証
明書）

履歴事項全部証明書の原本は用意されていますか？
※複数事業所を同時申請をする場合は、原本は１部で差支え
ありませんが、他の申請書には写しを必ず添付してください。

履歴事項全部証明書の原本は面接日から３か月以内のもの
になっていますか？

※法人等で申請までに定款又は
寄付行為の変更手続きが終了し
ていない場合

変更認可前の定款等及び登記簿謄本（写しでも可）に加え
て、当該事業を行う旨の内容が確認できる書類（理事会議事
録等）は添付されていますか？

主たる対象とする障害の種別
運営規程の記載と相違ないですか？
対象の障害に「１」を記載ください（〇ではなく）

多機能型の付表
（付表５の２）

従業者の職種・員数

多機能型として実施する全ての従業員の合計値を記載してい
ますか？

従業者の職種で記載されている以外の従業員が配置されて
いる場合、空欄に記載していますか？



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

第３条（事業所
の名称等）

第４条（従業者
の職種、員数及
び職務内容）

営業日

営業時間

第５条（営業日
及び営業時間
等）

年間の休日

第7条（主たる対
象者）

第10条（通常の
事業の実施地
域）

第14条（苦情解
決）

第１

第６

附則

当該事業所の基本の休日を記載していますか？
例：土、日、祝日、年末年始（12月30日～１月３日）
※年間の休日について、「その他事業所が定める休日」として
いる場合は、当該事業所の年間スケジュール計画も添付して
ください。

「付表」及び「参考様式８（主たる対象を特定する理由等）」の
「主たる対象者」と相違ないですか？

「付表」の「通常の事業の実施地域」と相違ないですか？
※「周辺」「近隣」「一部」等地域があいまいな記載は不可とな
ります。
※神奈川県全域としている場合は訪問・送迎が可能か法人で
再度確認をお願いします。

項目の一つは「都道府県知事が行う報告若しくは～」の記載
になっていますか？

第16条（その他
運営に関する重
要事項）

研修の回数は、「事業計画書（参考様式11）」と相違ありませ
んか？

「この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は〇
○法人と事業所の管理者～」の文中にある○○法人は申請
法人名が記載されていますか？

運営規程
※右欄の大項目に記
載の第○条は「運営規
程（作成例）」に合わせ
ているため、異なる場
合があります。

運営規程の確認①
ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の中にある
「運営規程（作成例）」は参考にしましたか？

運営規程の確認② 「運営規程（作成例）」は最新のものを確認されましたか？

「付表」の「名称」と「所在地」は相違ないですか？

従業者の職種に係る員数は「付表」と「別紙2　勤務形態一覧
表」共に相違ないですか？
※「基準以上」の記載は避けてください。

第５条（営業日
及び営業時間
等）

営業日は「付表」と「別紙2　勤務形態一覧表」共に相違ないで
すか？
※行事等で営業日以外の日で営業を行う場合は、その旨も記
載してください。

営業時間は「付表」と相違ないですか？

事業開始年月日の記載になっていますか？



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

参考様式２　居室面積
等一覧表

面積
事業所の設備等の面積が記載されていますか？
※平面図と相違ないですか？

参考様式３　事業所の
設備・備品等一覧表

備品
備品の品名及

び数量

備品の数量は記載されていますか？

鍵つき書庫、手指消毒、消防設備は記載されていますか？

参考様式１　事業所・
施設の平面図

平面図（既成の建築図面等を含
む）
※既成の建築図面等の場合はＡ
３又はＡ４に縮尺してください。

複数の事業所（サービス）で同じ建物を使っている場合、事業
で使う場所が分かるように色分け等していますか？

写真①
外観（建物の外観、看板）、内観（鍵つき書庫、手指消毒、消
防設備を含む）の写真は用意できていますか？

写真②
内観の写真は物品の配置などを済ませて事業を開始できる
状態の写真となっていますか？（教材や支援器具も）

写真③
建物のどの部分の写真であるか分かるようになっています
か？

参考様式４　管理者・
児童発達支援管理責
任者・相談支援専門員
等の経歴書

【管理者】（管理又は従事する事
業所が複数の場合）
※兼務していない場合はチェック
不要

管理者の兼務は、当該事業所の他の職務、又は同一敷地内
にある他の事業所の職務だけとなっていますか。また、当該
事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内となって
いますか？

【児童発達支援管理責任者】
※兼務していない場合はチェック
不要

当該事業所の管理者以外で兼務はしていないですか？

氏名・住所 氏名・〒・住所は「付表」と相違ないですか？

資格の種類
（児童発達支援管理責任者）

児童発達支援管理責任者の実務経験の要件上、資格が必要
な場合、資格証の写しを添付していますか？

「資格取得年月日」は資格証の「登録年月日」の記載になって
いますか？

※同一法人の事業所２か所以上に勤務した場合は、「事業所名」・「業務期間」・「日数」・「職種」・
「業務内容（職名含む）」をそれぞれ項目を分けて記入していますか？

参考様式５　実務経験
（見込）証明書

印 印は当該職員が雇用されていた法人印となっていますか？

業務期間 業務期間は「経歴書」と相違はないですか？

業務に従事した日数 日数の記載はしていますか？

業務内容
職名は直接サービス提供職員時の職名で記載しています
か？

児童発達支援管理責任者、児童指導員（実務経験により任用資格を得た者）及び障害福祉サー
ビス経験者(※）全員分を提出する必要があります。

　



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

１　常設窓口
（連絡先）、担当

２　処理体制・
手順

職種

児童発達支援
管理責任者

氏名

当該事業所・施
設において常
勤職員が１週間
に勤務すべき
時間数

加算等に係る
資格・兼務先

サービス管理責任者
等研修

研修修了証等

・サービス管理責任者補足研修（相談支援従事者初任者研修
の講義部分）の受講証明書に加えて次のいずれかの修了
証。
①平成30年度までに受講したサービス管理責任者研修（いず
れかの分野若しくは児童発達支援管理責任者研修）
＊更新研修を修了した場合は、更新研修修了証も提出して下
さい。
②令和元年度以降受講したサービス管理責任者等基礎研修
（令和３年度までの経過措置）
＊基礎研修修了者のみなし配置の場合は参考様式14「受講
誓約書」を提出。

参考様式６　利用者
（入所者）又はその家
族からの苦情を解決す
るために講ずる措置の
概要

措置の概要

連絡先と担当は「付表」と相違ないですか？
※法人に苦情解決の内規があれば添付をお願いします。

管理者の対応は明確に明記されていますか？

参考様式７　組織体制
図

組織体制図

従業者の氏名は「別紙2　勤務形態一覧表」と相違ないです
か？
運転手・事務員・調理員等の職員配置があれば、記載くださ
い。

参考様式８　主たる対
象者を特定する理由
等

１　主たる対象者 主たる対象者は「付表」と整合していますか？

２　特定する理由 特定する理由は客観的で具体的な理由となっていますか？

別紙2

従業者の体制及
び勤務形態一覧
表

「職種」の欄で管理者・児童発達支援管理責任者・指導員等
の職種が記載されていますか？

児童発達支援管理責任者は直接サービス提供職員と兼務し
ていませんか？

氏名は参考様式７（組織体制図）と相違ないですか？

法人の就業規則に定められている常勤職員の１週間の時間
数が入力されていますか？

「資格」及び「勤務形態が兼務の場合の兼務先」は記載されて
いますか？

直接支援以外の職員
運転手・事務員・調理員等配置基準に無い職員は記載は不
要です。（参考様式７に記載ください）

参考様式９　誓約書
申請者（法人）の住所、代表者の
住所

申請者（法人）の所在地、代表者本人の住所は確認しました
か？

参考様式９別紙　役員
等名簿

申請者（法人）名 申請者（法人）名は記載されていますか？

氏名等①
氏名、生年月日、役職名・呼称、住所、TEL、FAXの記載はさ
れていますか？

氏名等② 管理者も記載されていますか？



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

参考様式14　サービス
管理責任者等実践研
修受講誓約書

サービス管理責任者等実践研修
受講誓約書

児童発達支援管理責任者として配置する者が、基礎研修修
了者（サービス管理責任者等基礎研修及びサービス管理責
任者補足研修（又は相談支援従事者初任者研修）を修了）の
場合、受講誓約書の記入はしていますか？

みなし配置終了期限が基礎研修修了後３年間以内となってい
ますか？受講要件を充足したしたうえで実践研修を修了する
予定についてもその３年間の間に満たされますか？

財産目録又は決算書 財産目録又は決算書

法人の「財産目録」又は「決算書」（直近のもの）の添付はして
いますか？
「財産目録」又は「決算書」がない場合は通帳の写しを添付し
ていますか？
※負債額が資産に比べ大きすぎていないか、ご確認ください。

参考様式10　協力医
療機関の契約の内容

契約の内容

事前に協力医療機関の了解を得た上で、契約内容を記載して
いますか？
※嘱託医契約ではありません。

緊急時の受入れについて、契約内容に含まれていますか？

当該事業所と協力医療機関間で契約書（協定書）を結んでい
ますか？
※口頭での契約の場合は、契約内容を参考様式10に詳細に
記載してください。

管理者誓約書 管理者誓約書 管理者の印は個人印となっていますか？

参考様式11
事業計画書

事業の内容

一日のスケジュールやプログラムなど、具体的な支援内容が
記載されていますか？
また、年間の事業計画や支援計画が具体的にわかる内容に
なっていますか？（サービスの一般的な内容では不可となりま
す）。
※パンフレット等もあれば添付してください。

研修計画
「運営規程」中に記載されている研修頻度等と相違ないです
か？具体的な研修内容が記載されていますか？

収支予算書 収支予算書

サービス種類ごとに作成していますか？
（例　児童発達支援・放課後等デイサービスの収入を分けて
作成）

事業開始年月日から起算して１年間で作成していますか？
例：Ｒ２年７月１日指定希望の場合　⇒　Ｒ２年７月～Ｒ３年6月

「収支予算書」は、事業計画を基に、申請事業に係る当該事
業所の収支予算となっていますか？

社会保険及び労働保
険への加入状況にか
かる確認票

社会保険・労働保険に加入している場合は、それを証明する
書類を添付していますか？

その他 賠償責任保険証書
不慮の事故に備えた、「賠償責任保険証書」の写し及び事故
が発生した場合の補償の概要がわかる資料の写しを添付して
いますか？



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

建物が賃貸の場
合

建物賃貸借契
約書①

建物賃貸借契
約書②

建物賃貸借契
約書③

その他

事業所の建物が賃貸の場合「建物賃貸借契約書」等の写しを
添付していますか？

建物が賃貸の場
合

契約書の住所・期間・目的は当該事業所の申請と相違ありま
せんか？
※賃貸借契約書住所は申請書類と相違がないかご確認くださ
い。
※期間は指定を希望している年月時点で賃貸物件を使用で
きる状態としてください。
※賃貸借契約書内の目的と当該事業所の使用目的が合致し
ているかご確認ください。

契約者が法人代表者となっていますか？

ＣＤ-Ｒ ウイルスチェックは行っていますか？

参考様式12　障害児
通所支援事業所事業
開始届出書

１事業の種類及び内容

事業の種類（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を記
載していますか？

事業の内容を記載していますか？

３職員の定数及び職務の内容 職員の定数及び各従業者の職務内容を記載していますか？

４主な職員の氏名及び経歴
「～参照」とはせず、経歴書と同内容の記載となっています
か？

５事業を行おうとする区域 運営規程の内容と相違ないですか？



大項目 小項目 確認欄様式名等 記載時の留意事項

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所等給付費算定に係る体制等に関する届出書

様式第１号　障害児
（通所・入所）給付費算
定に係る体制等に関
する届出書

日付けは提出日になっていますか？

サービスの種類
児童発達支援→61　居宅訪問型児童発達支援→65
放課後等デイサービス→63　保育所等訪問支援→64

別紙１　障害児通所・
入所給付費の算定に
係る体制等状況一覧

地域区分
別表から事業所所在地の地域区分を適切に記載しています
か？

別紙２－０　人員基準
適合確認シート
（児童発達支援）

職種

児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者の記載は適
切にされていますか？

児童指導員、保育士等の有資格者は資格が確認できる書類
を添付していますか？

勤務形態
児童指導員又は保育士のうち一人以上は常勤専従職員を配
置していますか？

氏名

申請に係る添付書類「別紙２勤務形態一覧表」と相違ないで
すか？

最低基準の職員配置を上段に、加配部分の職員を下段に記
載していますか。
＊営業時間を通じて基準上の職員数の配置が必要です。

別紙
算定する加算に該当する別紙を添付していますか？
※一部資格証の写し等の添付が必要な加算があります。

申請に係る添付書類「別紙２勤務形態一覧表」と相違ないで
すか？

最低基準の職員配置を上段に、加配部分の職員を下段に記
載していますか。
＊営業時間を通じて基準上の職員数の配置が必要です。

別紙２－１　人員基準
適合確認シート
（放課後等デイサービ
ス）

職種

児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者の記載は適
切にされていますか？

児童指導員、保育士等の有資格者は資格が確認できる書類
を添付していますか？

勤務形態

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者のうち一
人以上は常勤専従職員を配置していますか？

児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数
の半数以上は、児童指導員又は保育士ですか？

氏名



（別紙）

同一法人において既に指定を受けている事業等について

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H20.10.1

指定事業所番号指定年月日

介
護
保
険
法

障
害
者
総
合
支
援
法

H18.10.1生活介護 かながわデーサービス○○園

H20.10.1かながわ△△キッズ

かながわ△△キッズ

法律

児
童
福
祉
法

サービスの種類

放課後等デイサービス

児童発達支援

事業所・施設名称



付表１　指定児童発達支援・指定放課後等デイサービスの指定に係る記載事項

人 人

㎡ ㎡

人　　　

1 01 01 1 3 2 2 3

2

（備考）

１．「※」のついた欄には、記載しないでください。

２．「主な掲示事項」欄には、その内容を簡潔に記載してください。

5

2

1

入所児1人あたりの最小床面積

兼務

みなし指定

1

1

1

施設等の区分

栄養士配置加算

機能訓練担当職員 言語聴覚士

その他参考となる事項

担当者

指導員 保育士

専従

専従

※
加
算
等

福祉専門職配置加算

特別支援加算

児童発達支援管理
責任者専任加算

処遇改善加算

新体系定着支援事業の有無

運営規定に定めるとおり運営規定に定めるとおり

2.5

専従

10

設備

単
位

(単位：人）

　
従
業
者
の
職
種
・
員
数

従業者数

兼務

※基準上の必要人数

兼務 専従 兼務

専従 兼務

1室の最大定員

専従

非常勤（人）

設
備

指導
訓練室

1室の最大定員

入所児1人あたりの最小床面積

兼務

栄養士

※基準上の必要人数（人）

看護師

従業者数
常勤（人）

非常勤（人） 1

調理員

名　称 ○○クリニック
主　　な
診療科名

指導
訓練室

非常勤

兼務 兼務 専従 兼務

5

046-254-7111

2

協
力
医
療
機
関

～ 17:15

2

処遇改善特別加算 2

障害児施設区分
(児童発達支援のみ）

1

従業者数
常勤 1

1 営業日

営業時間
平日 8:30 ～ 18:15

01

１０

名　称
主　　な
診療科名

他法との定員合算

第三者評価の実施状況

内科

主
な
掲
示
事
項

多機能型の有無

横浜市中区

窓口（連絡先）

1

2

放課後等デイサービス

児童発達支援管理責任者

ﾖｺﾊﾏ ﾀﾛｳ

※単位番号

2 ※指導員加配加算

営業日

単位ごとの利用定員 10 人（単位ごとの利用定員）

～祝日

2

児
童
発
達
支

援
管
理
責
任

者

ｶﾅｶﾞﾜ ｴｲｺ

同一敷地内の他の事業所又は施設の従業
者との兼務（兼務の場合記入）

氏　　名 神奈川　映子

勤務時間

←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

当該事業所における相談支援専門員等との兼務の有無

兼務する職種

備考

日曜

231-8588

8:30

～

土曜

児童発達支援管理責任者

専従 兼務 専従 兼務

住　　所

〒 231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通3500　コーポブンチョウ102

氏　　名 横浜　太郎

住　　所

管
理
者

ﾏﾙﾏﾙｺﾄﾞﾓｷｮｳｼﾂｶﾅｶﾞﾜ

利用定員

事業所等の名称

利用料

神奈川県横浜市中区日本大通４２０１横浜エクセレント４０５

〒

※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算

←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

名　　称

所在地

連 絡 先

ﾌﾘｶﾞﾅ

当該事業の実施について定めてある定款・寄付行為等又は条例等

←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

電話番号 045-210-4725 ＦＡＸ番号 045-201-2051

事
業
所

ﾌﾘｶﾞﾅ

嘱託医

ﾌﾘｶﾞﾅ

苦情解決の措置概要 田原雄二

1

延長支援加算

キャリアパス区分

通常の事業
の実施地域

その他費用

1

1

児童指導員・指導員 保育士

専従

※受付番号

○○こども教室カナガワ

神奈川県横浜市中区日本大通１

2 合算先事業所番号

〒 231-8588

専従 兼務

専従 専従 兼務

常勤（人） 1

※基準上の必要人数（人）

月 火 水 木 金 土 日

有 無

有 無

指導訓練室 遊戯室 屋外遊技場 医務室 相談室

調理室 便所 静養室 聴力検査室

月 火 水 木 金 土 日

有 無

有 無有 無 有 無

有 無

有 無

有 無有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無



（単位）　児童デイサービス事業を複数の単位で行う場合の記載事項

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務専従 兼務 兼務専従

※受付番号

従業者数
常勤

※基準上の必要人数

営業日

～ 土曜 ～ 備考

日曜 ～ 祝日 ～

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員） ※単位番号

営業時間

2

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

2

平日

※指導員加配加算※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

専従 兼務 専従 兼務

従業者数
常勤

専従 専従 兼務兼務

非常勤

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

3 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

4 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

※基準上の必要人数

営業日

専従 兼務

～ 土曜 ～ 備考

日曜 ～ 祝日 ～

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員） ※単位番号

営業時間

2

5

平日

※指導員加配加算※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無



単
位

(単位：人）

指導員 保育士

専従 兼務 専従 兼務

従業者数
常勤

専従 専従 兼務兼務

非常勤

※基準上の必要人数

営業日

～ 土曜 ～ 備考

日曜 ～ 祝日 ～

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員） ※単位番号

営業時間

2

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

6

平日

※指導員加配加算※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

専従 兼務 専従 兼務

従業者数
常勤

専従 専従 兼務兼務

非常勤

※基準上の必要人数

営業日

～ 土曜 ～ 備考

日曜 ～ 祝日 ～

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員） ※単位番号

営業時間

2

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

7

平日

※指導員加配加算※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

専従 兼務 専従 兼務

従業者数
常勤

専従 専従 兼務兼務

非常勤

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

8 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

9 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

10 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無



従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

11 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

12 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

13 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

14 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

15 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無



従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

16 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

17 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

18 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数
常勤

19 営業日

営業時間
平日

祝日 ～

～ 土曜

※単位番号

※指導員加配加算 2

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務

常勤

～

日曜 ～

備考

※基準上の必要人数

20 営業日

営業時間
平日 ～～ 土曜 備考

※利用定員超過減算 2 ※職員欠如減算

単
位

(単位：人）

指導員 保育士

非常勤

専従 兼務 専従

祝日

※基準上の必要人数

兼務 専従

2

～日曜 ～

2 ※指導員加配加算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員） ※単位番号

兼務 専従 兼務

※利用定員超過減算 ※職員欠如減算 2

単位ごとの利用定員 人（単位ごとの利用定員）

従業者数

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無

月 火 水 木 金 土 日

有 無有 無 有 無



付表１－２　一体的に実施する従たる事業所の指定に係る記載事項

＊　多機能型事業実施時は、各事業の付表と付表５を併せて提出してください。

（備考）

１．「※」のついた欄には、記載しないでください。

２．「兼務」欄は、当該申請に係る事業以外との兼務を行う職員について記載してください。

※受付番号

事
業
所

ﾌﾘｶﾞﾅ ｼﾞﾁﾄﾞｳﾊｯﾀﾂｼｴﾝｼﾞｷﾞｮｳｼｮ ｶﾅｶﾞﾜﾌﾞﾝｼﾞｮｳ

名　　称 児童発達支援事業所　かながわ分場

所在地

〒 123-4567 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県○○市○○区○○町12－3

連 絡 先 電話番号 123-456-7890 ＦＡＸ番号 123-456-7890

1 1

保育士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従

嘱託医 看護師 児童発達支援管理責任者 児童指導員・指導員

兼務(単位：人）

5

※基準上の必要人数

非常勤 1
従業者数

常勤

調理員 機能訓練担当職員 言語聴覚士

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務

栄養士

専従 兼務

従たる事業所の利用定員 5 人

※基準上の必要人数

従
業
者
の
職
種
・
員
数 従業者数

常勤

(単位：人）

非常勤



付表５

障害児通所支援事業所に係る多機能型による
事業を実施する場合の記載事項(総括表)　　　その１　

（注）多機能型による他の事業所については、下欄に記載すること。

〒 123-4567 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県横浜市中区日本大通１

※多機能型事業実施時は各付表とこの表を併せて提出してください。

※受付番号

フリガナ ﾏﾙﾏﾙｺﾄﾞﾓｷｮｳｼﾂ ｶﾅｶﾞﾜ

名　　称 ○○こども教室　かながわ

連 絡 先 電話番号 123-456-7890 ＦＡＸ番号 123-456-7890

多
機
能
型
の
他
の

事
業
所
Ⅰ

サ
ー

ビ
ス

種
類

フリガナ ﾏﾙﾏﾙｺﾄﾞﾓｷｮｳｼﾂ ｶﾅｶﾞﾜ

名　　称

申
請
に
係
る
事
業
所

サ
ー

ビ
ス

種
類

児童発達
支援

○○こども教室　かながわ

放課後等
デイサー

ビス

所在地

〒 123-4567 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県横浜市中区日本大通１

連 絡 先 電話番号

所在地

〒 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

ＦＡＸ番号

フリガナ

名　　称

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

多
機
能
型
の
他
の

事
業
所
Ⅲ

サ
ー

ビ
ス

種
類

フリガナ

名　　称

多
機
能
型
の
他
の

事
業
所
Ⅱ

サ
ー

ビ
ス

種
類

所在地

〒 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

連 絡 先 電話番号

所在地

所在地

〒 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

ＦＡＸ番号

フリガナ

名　　称

連 絡 先 電話番号 ＦＡＸ番号

管
理
者

ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾅｶﾞﾜ ｴｲｺ

氏　　名 神奈川　映子

多
機
能
型
の
他
の

事
業
所
Ⅳ

サ
ー

ビ
ス

種
類

他の事業所又は施設の従業者との兼務
（兼務の場合記入）

事業所等の名称

兼務する職種

勤務時間

住　　所

〒 231-8588 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県横浜市中区日本大通3500　コーポブンチョウ102

主たる対象とする障害の種類
無し 知的 身体 重心 難聴 盲ろうあ

児
童
発
達
支
援

管
理
責
任
者

ﾌﾘｶﾞﾅ ﾖｺﾊﾏ ﾀﾛｳ

氏　　名 横浜　太郎

住　　所

〒 231-8588 ←郵便番号を半角数字７桁で入力してください

神奈川県横浜市中区日本大通４２０１横浜エクセレント４０５

実施事業
児童発達支援 放課後等デイ

医療型児童発達支
援

保育所等訪問支
援

単位の有無 2

○

2

定員

合計 単位①

10

単位②

単位③

単位④

多

有 無 有 無



付表５の２

（備考）

※多機能型事業実施時は各付表とこの表を併せて提出してください。

※受付番号

従　業　者　の　職　種　・　員　数

指導員

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従

児童発達支援
医師

（嘱託医含む）
看護師 児童指導員 保育士

※兼務 専従 ※兼務

合
計

従業者数
常勤（人） 1

常勤換算後の人数（人）

非常勤（人） 1

1

5

基準上の必要人数（人）

理学療法士又は
作業療法士

言語聴覚士
機能訓練担当職

員
訪問支援員 栄養士 調理員

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

合
計

従業者数
常勤（人）

非常勤（人）

常勤換算後の人数（人）

基準上の必要人数（人）

専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務 専従 ※兼務

合
計

従業者数
常勤（人）

非常勤（人）

   

１．「受付番号」「基準上の必要人数」欄には、記載しないでください。

２．記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか又は別葉に記載した書類を添付してください。

基準上の必要人数（人）

常勤換算後の人数（人）

多



参考様式１ 事業所・施設の平面図

　○○ビルディング（ビル、施設等の名称）

　○造○階建　○階

（○○介護保険事業所と共用等）

　　　○○ビルディング　○階平面図

Ｎ

（備考）１
2
3
4 事業所の外観及び内部（各室、区画）の写真を添付してください。
5 多機能型、従たる事業所や複数の共同生活住居がある場合は、それぞれの位置関係がわかる地図等を添付してください。

事業所の名称 （申請書記載の名称と同一であること）

構造概要

療養介護事業所、共同生活介護、共同生活援助、短期入所事業所、障害者支援施設においては既製の平面図を添付して下さい。短期入所事業所で、併設事業

事業所の共用の有無

各室、区画の用途及び面積を記載し、他の事業や施設と共用する場合は、その旨を記載し色分けする等わかりやすく表示してください。
既製の平面図がある場合にはそれを添付してください。（その場合、Ａ３に縮尺の上、折り込んでください。）

建物の名称

ＥＶ 階 段

手指消毒器

□

従業者
控 室
（○㎡）

相談室

（○㎡）

指導訓練室
（○㎡）

受付
（○㎡）

○○○○
（施設、会社名）

当事業所専用区域 ○㎡

記 載 例 同一又は隣接した場所で他のサービスを実施してい
る場合は、それぞれの配置がわかる位置図等を添付
してください。



参考様式２ 居室面積等一覧表

 

設置階 1 階 2 階 　 階 　 階

種類 室数 面積 備考 室数 面積 備考 室数 面積 備考 室数 面積 備考 室数 面積 備考

居室 １室の定員 一人あたり 一人あたり 一人あたり 一人あたり

居室Ａ １人 18 10.8㎡ （10.8㎡）  （　　） （　　） （　　） 18 194.4㎡

居室Ｂ 1人 （　　） 20 9.5 （9.5㎡） （　　） （　　） 20 190.0㎡

居室Ｃ 4人 2 48.8㎡ （12.2㎡） （　　） （　　） （　　） 2 97.6㎡

（　　） （　　） （　　） （　　）

（　　） （　　） （　　） （　　）

（　　） （　　） （　　） （　　）

（　　） （　　） （　　） （　　）

（　　） （　　） （　　） （　　）

居室以外

 食堂 1  共用 1  共用   

 特別浴室 1  共用    

 一般浴室   1  共用   

 洗面所 1  共用 1  共用 　 　   

 便所 2  共用 2  共用 　 　 　   

 訓練・作業室 1  共用    

 相談室   1 共用   

 多目的室   1 共用   

   　

片廊下幅 （最も狭い個所） 1.55 ｍ （最も狭い個所） 1.55 ｍ （最も狭い個所） ｍ （最も狭い個所） ｍ 　 　

中廊下幅 1.9 ｍ 1.9 ｍ ｍ ｍ 　

共用する事業所・施設名

備考１ 設備基準で定められた設備等について、設置階ごとに記載してください。
２ 居室については、「1室の定員」ごとに分けて記入してください。また、同じ定員でも面積に異なる居室がある場合には、それぞれの居室ごとに分けて記入してください。
３ 「1人あたりの面積」の算出が必要な設備は、面積欄の（　）内に記入してください。（算出にあたっては小数点以下第二位を切捨て）
４ 部屋の種類ごとにまとめて、合計の室数、面積を記入してください。
５ 他の事業所、施設と共用がある場合は、備考欄に「共用」と記入し、「共用する事業所・施設名」欄に正式名称を記入し、共用先の当該部分の平面図を添付してください。

（様式１で添付されている場合は省略可）
６ 同一の事業所又は施設の他の設備と兼用している場合は「備考欄」に「○○室と兼用」と記載してください。

 

○○○学園

サービスの種類 福祉型障害児入所施設

合 計

事業所の名称

記 載 例



＊備品の内容について確認お願いします
参考様式３ 事業所・施設の設備・備品等一覧表

適合の適否

例）
・指導訓練室 机 ４、いす ４、パーテーション ２

ボールプール、パズル、遊具等

 

事務室 個人情報保護に配慮した設備を備えている 事務机４、いす４、鍵付書庫２
パソコン2台、コピー複合機1台

　
非常災害設備等

例）
・消火設備 ・消防法に適合したものを備えている。

感染症予防 ・手指消毒　２

備考　１

2 「適合の可否」欄には何も記載しないでください。

事業所の名称 かながわキッズ△△センター

サービスの種類 児童発達支援

申請するサービスの種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、「居室面積等一覧表」（参
考様式２）に記載された項目以外の事項について記載してください。

設備の概要 設備基準上適合すべき項目についての状況 備品の品名及び数量

・消火器　10、スプリンクラー

・指導訓練に必要な設備を備えている

サービス提供上配慮す
べき設備の概要

それぞれの施設ごとの設備に関する基準の規定に沿って、配

慮した事項等について記載してください。

事業所がある地域を所管する消防署に相談し、必要な設備、備品等を
備えてください。

記 載 例



参考様式４

経 歴 書

（管理又は従事する事業所が複数の場合はその全てを記載してください。）

事業の名称

サービスの種類

住   所 (自宅）

電話番号 (自宅）

平成○○年○月～平成○○年○月 社会福祉法人△△会　 児童指導員
知的障害児通園施設　△△園

平成○○年○月～平成○○年○月 社会福祉法人かながわ福祉会　 管理者
かながわ△△キッズ

介護福祉士 平成○○年○月○日

社会福祉士 平成○○年○月○日

★　資格を証する書類の写しを添付してください。

備考（研修等の受講の状況等）

サービス管理責任者研修(児童） 平成19年○月○日

サービス管理責任者補足研修 平成22年○月○日

★　研修修了証の写しを添付してください。

備考 管理者、児童発達支援管理責任者のいずれかを○印で囲ってください。
管理者、児童発達支援管理責任者についてそれぞれ別葉で提出してください。（兼務の場合は1枚で可）

資格の種類 資格取得年月日

サービスの種類 児童発達支援

かながわ△△キッズ

職務に関する資格

期間

フリガナ ｶﾅｶﾞﾜｲﾁﾛｳ

生年月日

放課後等デイサービス

勤務先

管  理  者

事業所の名称 かながわ△△キッズ

児童発達支援管理責任者

職務内容

（〒123-****）　　　　　　　　　神奈川県△△市○○ー○○

0123－○○ー○○○○

主な職歴

昭和○○年○月○日
氏    名  かながわ一郎

記 載 例



参考様式５

川崎市長　様 令和　　○年　○月　○日　　

所在地 神奈川県○○市○○町○○－○○

名称 社会福祉法人△△会

代表者氏名 ○○　○○ 印

電話番号 ○○○－○○○－○○○○

　　下記の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。

　かながわ　一郎

　横浜市○○区○○町○○－○○

△△園

　知的障害児の療育活動

（注） １．

２．

３．

４．

５．

職種（児童指導員　）

実 務 経 験 (見 込) 証 明 書

氏　　名 (生年月日　昭和○○年　○○月　○○日）

現　住　所

施設又は事業所名
施設・事業所の種別（　知的障害児通園施設　）

業　務　期　間
　平成○○年　○月　○日　～平成○○年　○月　○日（　○年　○月間）

上記のうち業務に
従事した日数

〇〇〇日

業　務　内　容

見込証明でない場合は、表題の（見込）を二重線で消すこと。

施設又は事業所名欄には、知的障害者更生施設等の種別も記入すること。

業務期間欄は、実務経験被証明者が要援護者に対する直接的な援助を行っていた期間（見込においては
援助を行うと見込まれる期間）を記入すること。（産休・育休・療養休暇や長期研修期間等は業務期間
となりません）

業務内容欄は、看護師、生活指導員等の職名を記入し、業務内容について、老人デイサービス事業にお
ける○○業務、○○実施要綱の○○事業の○○業務等具体的に記入すること。

証明内容を訂正する場合は、二重線で消した上、証明者（代表者）の印を押すこと。

記載例

法
人
代
表
者
印
を
押
印

見込証明でないときは（見込）
を二重線で消すこと

業務に従事した日数を必ず記載。
記載がない場合、実務経験証明
書として受理できません。



参考様式6 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

1 利用者（入所者）又はその家族からの相談又は苦情等に対応する常設窓口（連絡先）、担当者

2

※

3 その他参考事項

備考 上記は例示であるので、これに関わらず、適宜項目を追加し、その内容について具体的に記載してください。

具体的な対応方針

事業所の名称 かながわ園

サービスの種類 福祉型障害児入所施設

措置の概要

円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制・手順

・相談、苦情に関する常設窓口として、相談担当者を設けている。また、担当者不在の場合、事業所の誰もが対応可能

なように相談苦情管理対応シートを作成し、担当者に確実に引き継ぐ体制を敷いている。常設窓口（電話番号）○○－

○○○○－○○○○ ＦＡＸ○○－○○○○－○○○○担当者 ○○ ○○（又は○○ ○○）※利用者には、この内

容を印刷物で配布し、周知している。

・利用者からの苦情に適切に対処するため、当事業所関係者及び利用者以外の中立・公正な「第三者委員」を設置し、

双方の間に入って助言を行い、話し合いに立ち会うなど、積極的な役割を果たしてもらっている。「第三者委員」 氏名

○○ ○○（弁護士）氏名 ○○ ○○（○○法人○○○ 監事）

・苦情又は相談があった場合、利用者の状況を詳細に把握するよう、必要に応じ、状況の聞き取りのための訪問を実
施し、事情の確認を行う。
・相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、対応を決定する。
・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報
告を行う。（時間を要する内容もその旨を翌日までに連絡する。）

記 載 例



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

20.0

30.0

160

120

やまだ　良子

はこね　山雄

160

児童発達支援管理責任者 常勤・専従

管理者

0

0

0

0

0

常勤・兼務

保育士 常勤・専従

おおい　花子

まつだ　たろう

指導員 非常勤・専従

指導員

指導員 非常勤・専従

別紙2

第４週

4週の合
計

氏名
日付

職種
曜日

開所日

児童発達支援・放課後等デイサービス

かながわ△△キッズ

0.0

0.0

0.0

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

事業所名

サービス種類

80

80

40.0

なかい　しずか

常勤換
算後の
人数

勤務
形態

第１週

20.0

160

40.0

40.0

第２週 第３週

週平均
の勤務
時間

かながわ　一郎

0.0

0.0

常勤・専従

40当該事業所・施設において常勤職員が1週間に勤務すべき時間数

合計 760

0

0.0

190.0

0.0

0.0

0

0

0

0.00

0.0

注１ 本表はサービスの種類ごとに作成してください。
注２ 「職種」欄は、直接サービス提供職員に係る職種を記載し、「勤務形態」欄は、①常勤・専従、②常勤・兼務、③非常勤・専従、④非常勤・兼務のいずれかを記載

するとともに、加算等に係る職員の加配を区分した上、それぞれ1日あたりの勤務時間を記載してください。

注３ 算出に当たっては、小数点以下第２位を切り捨ててください。
注４ 有資格職者は資格を証する書面の写しを添付してください。

記 載 例



(参考様式７）

組　　織　　体　　制　　図

　　氏名

 

備考　既存の組織体制図がある場合は、その写し等の添付でかまいません。

事業所の名称

管理者
氏名　　○○○○

サービスの種類

○○○○

従業者氏名

児童発達支援管理責任者

事務員氏名
○○○○
○○○○

○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

○○○○
○○○○

記 載 例



（参考様式８）

１　申請に係るサービスの主たる対象者 ※該当するものを○で囲むこと。

２　主たる対象者を１のとおり特定する理由

法人で、前身が知的障害児施設である福祉型障害児入所施設を運営しており蓄積された

支援技法を活用した事業展開を考えているため。

３　今後における主たる対象者の拡充の予定

（１）拡充予定の有無

あり ・ なし

（２）拡充予定の内容及び予定時期

（３）拡充のための方策

　　障害児（　知的障害児　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※　障害児について障害種別を特定している場合は、括弧内に記載。

主たる対象とする障害の種類を定める理由

かながわ△△キッズ

児童発達支援

事 業 所 名

サ ー ビ ス の 種 類

記 載 例



（参考様式９）

　　　川崎市長　　殿

申請者 所在地

名　称

代表者 住　所 神奈川県△△市●●町5678番地

氏　名 印

１

２

３

４

５

５の２

　当法人（別紙に記載する役員等を含む。）は、下記に掲げる児童福祉法第21条の５の15第３項各号の規定

のいずれにも該当しないことを誓約します。

児童福祉法第21条の５の15第３項各号の規定に該当しない旨の誓約書

令和　　年　　月　　日　

神奈川県〇〇市〇〇町1234番地

社会法人〇〇会

理事長　神奈川　太郎　

記

【児童福祉法第21条の５の15第３項各号の規定】（一部要約）

申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第21条の５の19第１項の都道
府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

申請者が、第21条の５の19第２項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基
準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると
き。

申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの(＊)の規定により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

＊　政令で定める法律
精神保健福祉士法、公認心理師法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生
活保護法、社会福祉法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法、介護保険法、児童買春、児童ポル
ノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障
害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、認定こども園法、障害者虐待の防止、障
害者の養護者に対する支援等に関する法律、子ども・子育て支援法、国家戦略特別区域法(第12条の５第
15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児
童の保護等に関する法律。医療型児童発達支援を提供するものにあっては、このほか医師法、歯科医師
法、保健師助産師看護師法、医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律、薬剤師法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法
律、臨床研究法。

申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの(＊)により罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき

＊　政令で定める労働に関する法律の規定
・　労働基準法第117条、第118条第１項(同法第６条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条
(同法第16条、第17条、第18条第１項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第
７項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121
条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44
条(第４項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
・　最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
・　賃金の支払の確保等に関する法律第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定



６

7

９

10

11

12

13

14

申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由
を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式
の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあ
る者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的
に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、
当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第21条の５の24第１項又は第33条
の18第６項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過していないとき。ただ
し、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由
となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整
備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度
を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるも
のとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

申請者が、第21条の５の24第１項又は第33条の18第６項の規定により指定を取り消され、その取消しの日か
ら起算して５年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分
に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援
事業所を管理する者(以下この条及び第21条の５の24第１項第11号において「役員等」という。)であつた者
で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合
においては、当該通知があつた日前60日以内に当該者の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して５
年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定
の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定
障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定
障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しな
いこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

【児童福祉法第21条の５の15第３項（第7号を除く）各号の規定は、障害児入所施設の指定について準用する。】

申請者が、第21条の５の24第１項又は第33条の18第６項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法
第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第
21条の５の20第４項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を
除く。)で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。

申請者が、第21条の５の22第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づ
き第21条の５の24第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込
まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から
10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第21条の５の20第４項の規定
による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日
から起算して５年を経過しないものであるとき。

第９号に規定する期間内に第21条の５の20第４項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申
請者が、同号の通知の日前60日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由
がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある
者を除く。)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。

申請者が、指定の申請前５年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

申請者が、法人で、その役員等のうちに第４号から第６号まで又は第９号から前号までのいずれかに該当す
る者のあるものであるとき。

申請者が、法人でない者で、その管理者が第４号から第６号まで又は第９号から第12号までのいずれかに該
当する者であるとき。



参考様式9別紙

申請者（法人）名 （　　　　　　　　）

TEL FAX

注 　当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を
有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有
するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入してください。

かながわ一郎
いち ろ う

昭和○○年○月○日 神奈川県
かながわけん

平塚市
ひらつかし

○○－○○

理事長 0463-××-×××× 0463-××-××××

役 員 等 名 簿

（ふりがな） 生年月日 住
（ふり

　　所
がな）

氏　　名 役職名・呼称

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

理事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

監事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

監事 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

○○○○
昭和○○年○月○日 神奈川県

かながわけん

○○市
し

○○－○○

管理者 ×××-×××-×××× ×××-×××-××××

記 載 例



参考様式10（障害児通所施設（医療型を除く）

協力医療機関との契約の内容

協力医療機関の名称

km

 

  

 

  

備考 「契約の内容」は、契約書の写し等の添付でもかまいません。

事業所の名称 かながわ△△キッズ

サービスの種類 児童発達支援

契約の内容

医療法人○○会　○○○病院

所在地 神奈川県○○市△△町○丁目○○番

診療科目

（徒歩　○○分　車　○○分）

○○科

事業所・施設からの距離 ○○

（例）
協力病院と以下のような契約を結び、緊急時等に対する体制を整え

ている。

１ 通所児童の体調の急変時等に際しての、助言・指導及び受診等の協力体
制をとる

２ 相互に疑義を生じたときは、双方誠実に協議善処するものとする。

等



　様

       　                 　  事業者名（開設法人名）

 
     　                     　代表者氏名                         　　    　       

　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

　　　　　　　　　　　　　　　管理者氏名                        　　          　  印

  　

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例【抜粋】

（管理者の責務）

（医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援においても準用）

指定障害児通所支援事業所　管理者誓約書

　「川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年川崎市
条例第54号）」の規定に従い、運営に関する基準を遵守し、当指定障害児通所支援事業の管理者の責務
を適正に果たすことを誓約します。

　２　指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵
守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第37条　指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理そ
の他の管理を、一元的に行わなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

川崎市長

管
理
者
個
人
印
を
押



　様

       　                 　  事業者名（開設法人名）

 
     　                     　代表者氏名                         　　    　       

　　　　　　　　　　　　　　　事業所名

　　　　　　　　　　　　　　　管理者氏名                        　　          　  印

  　

川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例【抜粋】

（管理者による管理等）

第34条

（第1項　略）

（医療型障害児入所施設においても準用）

指定障害児入所施設　管理者誓約書

　「川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24年川崎市
条例第55号）」の規定に従い、運営に関する基準を遵守し、当指定障害児入所施設の管理者の責務を適
正に果たすことを誓約します。

　３　指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵
守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

　２　指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理
その他の管理を、一元的に行わなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

川崎市長

管
理
者
個
人
印
を
押



参考様式11 

※事業計画書は、当該事業所の年間事業計画を作成してください。

事　業　計　画　書

項　　　目 内　　　　　容

事業所名又は施設名 かながわ△△キッズ

サービス種類 児童発達支援

＊運営規程を参考に記載してください４　利用者の定員

５　研修計画

適切な利用者支援ができるよう次の研修を行う。

①人権研修(外部講師）・虐待防止研修　年2回
②支援技術に関する研修　年4回
③初任者研修・キャリアアップ研修
その他、他事業所との交換研修等行う。

６　その他

１　事業の内容 ＊運営規程を参考に記載してください

２　事業開始年月日 ＊事業開始予定年月日を記載

３　従業者等の人員 ＊運営規程を参考に記載してください



収支予算書

事業所名：○○こども教室　かわさき

サービス種別：

（単位：千円）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

利用者見込数
（１日当たり）

3 人 5 人 6 人 7 人 8 人 8 人 8 人 9 人 9 人 9 人 9 人 9 人 90

開所日数 293

月延べ利用者数 2201

算定額（＊）
(１回当たり)

障害児
通所給付費
受入れ額

15,664

合計(Ａ) 15,664

人件費 11,400

旅費、交通費 840

事務所賃借費 1,560

通信費 360

諸経費 3,600

合計(Ｂ) 17,760

利益(Ａ－Ｂ) -2,096 

＊　算定額　＝　（　本体報酬　＋　各種加算　）　×　地域区分の単位

・　諸経費には、消耗品費、光熱水費、車両管理費、研修費、宣伝広告費、租税公課、社会保険料、借入金返済、レンタル料等が見込まれます。

25

69 120 156 175 184 208 200 207 216

26 25 23 24 25 2423 24 26 25 23

225 216 225

8.9

0 0 614 1,068 1,388

支
出
見
込
み

950 950 950 950 950 950

2,003

0 0 614 1,068 1,388 1,558 1,638 1,851

8.9 8.9

1,558 1,638 1,851 1,780 1,842 1,922

収
入
見
込
み

950 950 950 950 950

8.9 8.98.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

950

1,842 1,922 2,003

70 70 70 70 70 70

1,780

70 70 70 70 70 70

130 130 130 130 130 130130 130 130 130 130 130

30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30

300 300 300 300 300 300300 300 300 300 300 300

1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,4801,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480

158 371 300 362 442 523-1,480 -1,480 -866 -412 -92 78



殿

　　　　法人名 社会福祉法人　○○会

届出者　住所 神奈川県○○市○○町1234番地

　　　代表者職氏名 理事長　神奈川　太郎　　

　　＊運営規程を参考に記載

　社会福祉法人　○○会

　　　　神奈川県○○市○○町1234番地

　　＊運営規程を参考に記載

　　＊管理者経歴書、児童発達支援管理責任者経歴書等より抜粋

　　令和○年○月○日

　備考　１　この届出書は、指定申請書と同時に提出してください。

　　＊運営規程を参考に記載。

　　＊運営規程を参考に記載。

障害児通所支援事業　開始届出書

令和　 年　 月　 日　　

川崎市長

　　次のとおり障害児通所支援事業を開始しますので、届け出ます。

　１　事業の種類及び内容

　２　経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）

　３　職員の定数及び職務の内容

　４　主な職員の氏名及び経歴

　５　事業を行おうとする区域

　６　当該事業の用に供する施設の所在地及び利用定員

　７　事業開始の予定年月日

参考様式12（障害児通所支援）



参考様式14

川崎市長　様

所在地

申請者 名　称

代表者

４　　実践研修の受講要件充足予定年月 　令和〇〇　年　〇〇　月

５　みなし配置終了期限 　令和　■■　年　■■　月　■■　日

（※）「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの」
　　　（平成24年厚生労働省告示第230号）四参照

１　事業所名 かながわ〇△園

２　実践研修を受講させる者の氏名 かながわ　二郎

３　基礎研修修了者になった日 　 令和　△△　年　△△　月　△△　日

　このたびの児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業所の指定申請、若しくは、児童発達支援
管理責任者の変更の届出に際し、当該事業所に配置すべき児童発達支援管理責任者について、サー
ビス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置（※）により、サービス管理責任者等基礎研修
（「基礎研修」という。）修了者をみなし配置します。
　つきましては、児童発達支援管理責任者が未配置とならないよう基礎研修修了後３年を経過する
までに受講要件を充足した上で、次のとおりサービス管理責任者等実践研修を受講させることを誓
約します。
　また、研修修了後、速やかに修了証書等受講を証明する書類の写しを提出します。

サービス管理責任者等実践研修受講誓約書

（基礎研修修了者みなし配置用）

令和　　〇〇年〇月〇〇日　　　

藤沢市○○町△―■―●

社会福祉法人■△

理事長　よこはま　はなこ

記 載 例



〇〇年 〇〇月 〇〇日

法人所在地 神奈川県○○市○○町1234番地

代表者 理事長　神奈川　太郎

○事業所の開設後に連携する他事業者や教育機関等に対する事業説明は、できる限り行うよう努
めてください。

誓約日

法人名 社会福祉法人　○○会

その他

○児童発達支援管理責任者をみなし配置する場合、開設から規定期間内に適切に研修を受講させ
てください。（規定期間後も研修未修了の場合、減算等が適用されます。）

○管理者を事業所の指導員としても兼務し配置する場合は、専従でなければなりません。また、
管理者が指導員ではなく他事業所の管理者と兼務する場合であっても、適切に移動できる範囲内
で、適切に管理できる数の事業所に限られます。

○事業開始後は、請求の根拠となるサービス提供に係るあらゆる記録が整備保管されていなけれ
ばなりません。記録されていない場合や、保管されておらず確認できない場合は、報酬・加算の
請求を取り下げていただくことがあります。

以上のことを理解し、遵守することを誓約します。

他法遵守
及び

地域住民
等への説

明

○事業所運営に関連する他の法律も遵守していただきます。（関連の多い法律の例は別表３のと
おり。）必ず、事前に他法に係る関係機関との連絡・調整を済ませてください。

○他の法律に適合せず、事業を実施できないことが判明した場合、指定を行いません。また、指
定後に当該事実が判明した場合は、関係機関と協議の上、指定の停止等の処分も含めて対応を検
討します。

○事業所の開設を予定する市町村への地域ニーズ調査は、必ず実施していただきます。

○事業所の開設を予定する地域の住民に対しては必ず十分な説明を行っていただき、ご理解・ご
協力を得られるよう努めてください。

指定基準

○基準条例及び報酬告示は遵守していただきます。これらに適合しない場合は、指定を行いませ
ん。

○関係法令のうち代表的なものは別表１のとおりです。

○代表的なＱ＆Ａは、別表２のとおりです。

○上記に記載されている内容は、申請者・事業者の責任において理解していただきます。解釈に
関するご質問は受け付けますが、個別の事例により取り扱いが異なることがあります。

事業者指定前の確認・誓約事項

申請

○申請書の審査に係る標準処理期間は、書類の補正にかかる期間（県から申請者に修正点を伝達
し、差し替え等書類を収受するまで）を除き、12日間（営業日計算）です。

○なお、申請書に不備や分かりにくい点があった場合には確認を要することから、上記の限りで
はありません。

○申請書に記載する事業開始年月日は、申請者の希望年月日であり、希望年月日までの審査終了
を保証するものではありません。

○意図の如何に関わらず、本書を含む申請書類に虚偽が判明した場合、原則として、指定前の場
合は当該申請を拒否、指定後の場合は取消しとします。また、虚偽申請により事業者として不適
格とみなされた場合は、事業者として運営する他事業所も合わせて指定を取り消すことがありま
す。

○申請書の提出以降、申請内容について変更があった場合には、一旦、申請取下げの上、再申請
していただきます。

本書類の確認・誓約事項を熟読、御理解いただき

下記に記載・押印の上御提出ください。



別表１〈関係法令等〉

（法律）

・ 社会福祉法

・ 児童福祉法

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（政令）

上記各法の施行令

（省令）

・ 上記各法の施行規則

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

・ 障害児通所給付費等の請求に関する省令

（告示）

・ 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準

・
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に
関する基準

・
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定
めるもの

・ 厚生労働大臣が定める一単位の単価

・ 食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針

・ 厚生労働大臣が定める施設基準

・ 厚生労働大臣が定める児童等

・
厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間
数並びに所定単位数に乗じる割合

・
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に
関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域

（条例）

・ 児童福祉法施行細則

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

・ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

・ 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則



別表２〈Ｑ＆Ａ〉

・ 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成24年８月31日）

・ 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するＱ＆Ａ（平成26年４月９日）

・
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一
部改正に係るＱ＆Ａについて（平成27年２月20日）

・ 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成27年３月31日）

・
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ VOL.2（平成27年４月30
日）

・
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（VOL.3）（平成27年５月
19日）

別表３〈その他関連する主な法律等〉　　　※(　)書きは、法令所管機関

・ 行政書士法

・
法人所管法令…社会福祉法、特定非営利活動促進法、一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律、会社法 等

・ 国税法令…法人税法、消費税法、印紙税法 等

・ 地方税法（県税事務所）

・ 労働基準法（労働基準監督署）

・ 消防法（各市町村消防）

・ 建築基準法（建築主事を置く市町村は当該市町村、その他は各土木事務所）

・ 都市計画法（建築主事を置く市町村は当該市町村、その他は各土木事務所）

・
県みんなのバリアフリー街づくり条例…（建築主事を置く市町村は当該市町村、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他は各土木事務所）


